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POINT

ケース＆確認書類で学ぶ

相続手続き
八木正宣

税理士事務所ＳＢＬ所長・税理士執 筆：
会計事務所等での勤務を経て平成16年税理士事務所
ＳＢＬを開設。企業支援と相続関連業務に強み

Study

第

回

続
預
金
の
名
義
変
更
手
続
き
等

で
は
、
㋐
被
相
続
人
の
出
生
か

の
よ
う
な
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
て
、
戸

籍
の
内
容
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

転
籍
し
た
相
続
人
の
戸
籍
で�

代
襲
相
続
を
確
認

㋐
被
相
続
人
の
出
生
か
ら
死
亡
ま
で
の

連
続
し
た
戸
籍

　

ま
ず
、
被
相
続
人
が
死
亡
し
た
時
点

の
戸
籍
謄
本
（
サ
ン
プ
ル
１
）
を
確
認

し
ま
す
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
以
降
の
戸

籍
謄
本
は
「
全
部
事
項
証
明
書
」
と
い

い
ま
す
。

①
被
相
続
人
の
死
亡

　

被
相
続
人
の
死
亡
を
「
除
籍
」「
死

亡
」
の
記
載
で
確
認
し
ま
す
。

②
改
製
事
由
と
改
製
日

　

戸
籍
事
項
欄
の
改
製
事
由
の
記
載

は
、
戸
籍
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
に
よ
る

様
式
変
更
（
縦
書
き
か
ら
横
書
き
に
変

更
）
に
よ
り
新
た
に
戸
籍
が
作
ら
れ
た

こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。

　

改
製
日
の
平
成
18
年
２
月
５
日
は
、

こ
の
戸
籍
が
作
ら
れ
た
日
で
す
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
戸
籍
で
証
明
で
き
る
の
は

平
成
18
年
２
月
５
日
以
降
の
事
項
で

す
。
そ
れ
以
前
に
、
一
郎
さ
ん
以
外
の

太
郎
さ
ん
の
子
が
転
籍
し
て
い
た
ら
、

サ
ン
プ
ル
１
の
戸
籍
に
引
き
継
が
れ
て

い
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ

と
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
時
点
の
戸
籍

か
ら
順
番
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
出
生
ま
で

の
戸
籍
で
確
認
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
、

太
郎
さ
ん
に
一
郎
さ
ん
以
外
の
子
は
い

な
い
こ
と
が
確
認
で
き
た
と
し
ま
す
。

③
配
偶
者

　

サ
ン
プ
ル
１
の
戸
籍
で
配
偶
者
の
花

子
さ
ん
が
健
在
で
あ
り
、
相
続
人
で
あ

る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。

④
子
の
除
籍

　

婚
姻
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
戸
籍
か

ら
除
籍
さ
れ
て
新
た
な
戸
籍
が
作
製
さ

れ
ま
す
。
サ
ン
プ
ル
１
で
一
郎
さ
ん
は

婚
姻
に
よ
り
栃
木
県
宇
都
宮
市
に
戸
籍

が
作
製
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ

ま
す
。
よ
っ
て
、
一
郎
さ
ん
の
現
在
の

状
況
は
新
し
い
戸
籍
で
確
認
す
る
こ
と

が
必
要
な
の
で
す
。

㋑
相
続
人
の
現
在
の
戸
籍

　

サ
ン
プ
ル
２
は
、
一
郎
さ
ん
の
婚
姻

時
に
編
製
さ
れ
た
戸
籍
で
、
婚
姻
時
か

ら
戸
籍
謄
本
取
得
日
ま
で
を
証
明
す
る

も
の
で
す
。
こ
れ
で
一
郎
さ
ん
の
現
在

の
状
況
が
確
認
で
き
ま
す
。
一
郎
さ
ん

の
記
載
に
「
除
籍
」「
死
亡
」
が
あ

り
、
一
郎
さ
ん
は
平
成
28
年
７
月
１
日

に
死
亡
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。

　

一
郎
さ
ん
の
相
続
人
と
し
て
の
権
利

は
、
子
の
次
朗
さ
ん
に
代
襲
相
続
さ
れ

ま
す
。
よ
っ
て
、
近
代
太
郎
さ
ん
の
相

続
人
は
、
妻
の
花
子
さ
ん
と
一
郎
さ
ん

の
代
襲
相
続
人
で
あ
る
次
朗
さ
ん
の
２

人
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ら
死
亡
ま
で
の
連
続
し
た
戸
籍
と
、
㋑

相
続
人
の
現
在
の
戸
籍
に
よ
り
、
相
続

人
の
範
囲
や
、「
相
続
届
」
に
記
載
さ

れ
た
相
続
人
が
正
当
な
相
続
人
か
ど
う

か
を
確
認
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
本
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
相
続

人
で
あ
る
子
が
す
で
に
死
亡
し
て
い
た

場
合
、
㋑
に
関
し
て
は
そ
の
相
続
人
の

出
生
か
ら
死
亡
ま
で
の
戸
籍
を
見
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
死
亡
し
た
相
続
人
に

子
が
い
れ
ば
、
相
続
人
の
地
位
は
そ
の

子
に
引
き
継
が
れ
る
か
ら
で
す
。

　

戸
籍
は
一
定
の
様
式
や
ル
ー
ル
に
基

づ
い
て
作
製
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
見
方

を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
以
下

相

全　部　事　項　証　明

東京都中野区東中野●●番地
近　代　太　郎

本　　籍
氏　　名

戸籍事項
　　戸籍改製

戸籍に記録さ
れている者

戸籍に記録さ
れている者

身分事項
　　

　　死　　亡

　　

　　

　
【改製日】平成18年２月５日
【改製事由】平成６年法務省令第51号附則第２条第１項による改製

　　

　
【死亡日】平成30年３月15日
【死亡時分】午前９時30分
【死亡地】東京都中野区
【届出日】平成30年３月16日
【届出人】妻

　
【名】太　郎

【生年月日】昭和29年３月３日　　【配偶者区分】夫　　
【父】近代松男
【母】近代竹子
【続柄】長男

除　　籍

戸籍に記録さ
れている者

発行番号　●●●
これは、戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面である。
　平成30年４月３日

以下余白

身分事項
　　出　　生

　
【出生日】昭和53年４月６日
【出生地】東京都渋谷区
【届出日】昭和53年４月６日
【届出人】父

　　婚　　姻 【婚姻日】平成19年８月28日
【配偶者氏名】大竹伸子
【新本籍】栃木県宇都宮市一番町●番地

東京都中野区長　　中　野　　太　郎 公印

　
【名】花　子

【生年月日】昭和29年12月20日　　【配偶者区分】妻　　
【父】田中亀雄
【母】田中鶴子
【続柄】二女

　
【名】一　郎

【生年月日】昭和53年４月６日
【父】近代太郎
【母】近代花子
【続柄】長男

除　　籍

全　部　事　項　証　明

栃木県宇都宮市一番町●番地
近　代　一　郎

本　　籍
氏　　名

戸籍事項
　　戸籍編製

戸籍に記録さ
れている者

身分事項
　　

　　死　　亡

戸籍に記録さ
れている者

　
【編製日】平成19年８月28日

【死亡日】平成28年７月１日
【死亡時分】午後９時30分
【死亡地】栃木県宇都宮市
【届出日】平成28年７月１日
【届出人】妻

　
【名】次　朗

【生年月日】平成20年５月５日　　
【父】近代一郎
【母】近代伸子
【続柄】長男

　
【名】一　郎

【生年月日】昭和53年４月６日　　【配偶者区分】夫　　　
【父】近代太郎
【母】近代花子
【続柄】長男

除　　籍

以下余白

全　部　事　項　証　明

東京都中野区東中野●●番地
近　代　太　郎

本　　籍
氏　　名

戸籍事項
　　戸籍改製

戸籍に記録さ
れている者

戸籍に記録さ
れている者

身分事項
　　

　　死　　亡

　　

　　

　
【改製日】平成18年２月５日
【改製事由】平成６年法務省令第51号附則第２条第１項による改製

　　

　
【死亡日】平成30年３月15日
【死亡時分】午前９時30分
【死亡地】東京都中野区
【届出日】平成30年３月16日
【届出人】妻

　
【名】太　郎

【生年月日】昭和29年３月３日　　【配偶者区分】夫　　
【父】近代松男
【母】近代竹子
【続柄】長男

除　　籍

戸籍に記録さ
れている者

発行番号　●●●
これは、戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面である。
　平成30年４月３日

以下余白

身分事項
　　出　　生

　
【出生日】昭和53年４月６日
【出生地】東京都渋谷区
【届出日】昭和53年４月６日
【届出人】父

　　婚　　姻 【婚姻日】平成19年８月28日
【配偶者氏名】大竹伸子
【新本籍】栃木県宇都宮市一番町●番地

東京都中野区長　　中　野　　太　郎 公印

　
【名】花　子

【生年月日】昭和29年12月20日　　【配偶者区分】妻　　
【父】田中亀雄
【母】田中鶴子
【続柄】二女

　
【名】一　郎

【生年月日】昭和53年４月６日
【父】近代太郎
【母】近代花子
【続柄】長男

除　　籍

２ 代襲相続が
発生するケース

　相続人である奥様からご主人
の相続預金の名義変更を依頼さ
れました。その際に、お子さん
はすでに亡くなっていると聞い
たのですが、提出さ
れた戸籍はどのよう
に確認すればよいで
すか。

◦�被相続人の出生から死亡まで
の戸籍と、相続人の現在の戸
籍で正当な相続人を確認

◦�相続人である子
が死亡している
場合は代襲相続
人の有無を確認

２
サンプル2●近代一郎さんの戸籍謄本

サンプル1●近代太郎さんの戸籍謄本

除籍・死亡の記
載から太郎さん
が死亡している
ことを確認

配偶者の花子さん
が健在で相続人で
あることを確認

編製日を確認し、太郎さ
んの戸籍から一郎さんが
除籍された日との連続性
を確認

一郎さんの子を確認。子
が次朗さんしかいないこ
とが分かり、次朗さんが
太郎さんの代襲相続人と
なることを確認

身分事項の除籍・死亡の
記載から一郎さんが平成
28年７月１日に死亡し
ていることを確認

除籍された相続人が
いないか改製前の戸
籍で確認が必要

一郎さんは婚姻により平成19年
８月28日に栃木県宇都宮市に新
戸籍が作製されていることを確
認。一郎さんの現在の状況は新戸
籍で確認が必要


